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はじめに 

 

弥陀ヶ原は，立山連峰の西側に形成された安山岩・デイサイトの成層火山で，約4万年前

の玉殿溶岩の噴出以降，マグマ噴火は発生していない。過去１万年以内の活動もすべて水蒸

気噴火であることから，今後発生する噴火は，火山の状況の大きな変化がない限りは，水蒸

気噴火であると考えられる。 

また，過去１万年以内の活動により，火山灰層が７層になっていることから，少なくとも

７回の噴火が起きており，噴火口は地獄谷周辺や血の池地獄周辺，称名火口や大谷火口群な

どであったとみられる。現在，地獄谷周辺では活発な噴気活動がみられ，地獄谷周辺地下に

キャップロックやガス溜りの存在が示唆されているほか，膨張性の地殻変動も観測されて

いる。そのため，他の噴気活動がない地域と比べ噴火が発生する可能性は，最も高いと考え

られる。 

国では，平成26年９月に発生した御嶽山の噴火災害の教訓から，平成27年12月に活動火山

対策特別措置法を改正し，火山災害警戒地域に指定された自治体に火山防災協議会の設置

を義務付けるとともに，警戒避難体制の整備に関する必要な協議を行うこととした。 

弥陀ヶ原火山においては，平成28年２月に，富山県・富山市・立山町・上市町が国（内閣

府）から「火山災害警戒地域」に指定されたことを受けて，平成28年 3月30日に富山県及び

長野県，関係機関による弥陀ヶ原火山防災協議会」（以下「協議会」という。）を設置し，火

山防災対策について検討を進めてきたところである。 

本計画は，これらの火山防災対策の動きと協調して砂防部局としての対応方策を「火山噴

火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン（平成19年4月 国土交通省砂防部）」に則り，平

成29年（2017年）から計5回の検討会(委員長：藤田正治 京都大学防災研究所教授)を開催し

て策定した。火山噴火に伴い発生する土砂災害に備えた緊急的なハード対策とソフト対策

を迅速かつ効果的に実施できるように計画するとともに，平常時からの準備についての方

針を定めたものである。この計画に基づき行動することにより，弥陀ヶ原の噴火に伴い発生

する土砂災害からの被害をできる限り軽減（減災）することで，安心で安全な地域づくりに

寄与するものである。 

なお本計画は，今後新たな知見が得られた場合，随時見直しを行うものとする。 
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